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税
理
士

（表１）平成28年分給与所得控除額

（表３）人的控除額

（図１）

〈年間送金額〉

（表２）年末調整対象者の選別

給与の収入金額 給与所得控除額

1,620,000円までの金額 650,000円

1,625,000円を超え、
 1,800,000円までの金額 収入金額×40％

1,800,000円を超え、
 3,600,000円までの金額 収入金額×30％＋180,000円

3,600,000円を超え、
 6,600,000円までの金額 収入金額×20％＋540,000円

6,600,000円を超え、
 10,000,000円までの金額 収入金額×10％＋1,200,000円

10,000,000円を超え、
 12,000,000円までの金額 収入金額×５％＋1,700,000円

12,000,000円を超える金額 2,300,000円（上限）

障害者控除

一般障害者 27万円

特別障害者 40万円

同居特別障害者 75万円

寡婦（寡夫）控除
一般 27万円

特別寡婦 35万円

勤労学生控除 27万円

配偶者控除
一般 38万円

老人（70歳以上） 48万円

扶養控除

一般（16歳～18歳）
　　（23歳～69歳） 38万円

特定（19歳～22歳） 63万円

同居老親等（70歳～） 58万円

同居以外老親等（70歳～） 48万円

基礎控除 38万円

対
象
者

次のいずれかに該当する人

① 一年を通じて勤務している人
② 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
③ 年の中途で死亡により退職した人

非
対
象
者

次のいずれかに該当する人

① 上欄に掲げる人のうち、当年中の主たる給与収入金
額が2000万円超の人

② ２か所以上からの給与支払いを受けている人で、他
の給与支払者に、「扶養控除等申告書」を提出して
いる人

③ 「扶養控除等申告書」を提出していない人（乙欄適
用者）
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年
末
調
整
と
は
、
従
業
員
や
役
員
が
１
年
間
に
得
た
給
与
所
得
の
所
得
税
に
つ
い
て
、

税
務
署
へ
の
申
告
に
代
え
て
給
与
の
支
払
者
が
納
税
額
の
精
算
を
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
今
年
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
利
用
す
る
最
初
の
年
で
あ
り
、
外
国
人
労
働

者
や
非
居
住
者
の
扶
養
親
族
の
扱
い
の
税
制
改
正
も
あ
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
留
意

点
は
前
号
で
解
説
し
ま
し
た
。
今
号
で
は
、
今
年
の
税
制
改
正
が
影
響
す
る
分
の
留
意
点

に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

給
与
所
得
控
除
の
上
限
が

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

（
平
成
26
年
度
改
正
で
28
年

分
及
び
29
年
分
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の
）

　

平
成
27
年
分
ま
で
は
１
５

０
０
万
円
超
の
給
与
収
入
に

対
し
給
与
所
得
控
除
は
２
４

０
万
円
が
上
限
で
し
た
が
、

平
成
28
年
分
は
１
２
０
０
万

円
超
に
対
し
て
２
３
０
万

円
、
さ
ら
に
平
成
29
年
分
か

ら
１
０
０
０
万
円
超
に
対
し

て
２
２
０
万
円
に
上
限
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
源
泉
徴
収
税
額
表
な

ど
の
適
用
年
分
の
誤
り
が
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
（
表
１
・
２
）。

国
外
居
住
親
族
に
係

る
書
類
の
添
付
等
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た

（
平
成
27
年
改
正
で
28
年
分

か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
）

　

国
外
に
居
住
す
る
親
族
の

扶
養
控
除
、
配
偶
者
（
特

別
）
控
除
、
障
害
者
控
除
の

適
用
を
受
け
る
場
合
、
扶
養

控
除
等
申
告
書
に
親
族
関
係

書
類
及
び
送
金
関
係
書
類
の

添
付
ま
た
は
提
示
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。

　

外
国
人
や
、
配
偶
者
が
外

国
の
方
の
場
合
は
影
響
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
親
族
関
係
書
類
と
は
◇

　

「
親
族
関
係
書
類
」
と

は
、
次
の
①
又
は
②
の
い
ず

れ
か
の
書
類
で
、
親
族
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
も
の
を
い

い
ま
す
。

① 

戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の

他
の
国
又
は
地
方
公
共
団

体
が
発
行
し
た
書
類
及
び

国
外
居
住
親
族
の
旅
券

（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
写
し

② 

外
国
政
府
又
は
外
国
の
地

方
公
共
団
体
が
発
行
し
た

書
類
（
国
外
居
住
親
族
の

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住

所
又
は
居
所
の
記
載
が
あ

る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

　

外
国
籍
の
配
偶
者
の
両
親

や
海
外
に
留
学
中
の
子
ど
も

さ
ん
な
ど
を
扶
養
親
族
に
入

れ
る
場
合
は
必
要
と
な
り
ま

す
。な
お
、１
年
未
満
の
短
期

留
学
で
あ
れ
ば
国
外
居
住
扶

養
親
族
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
控
除
対
象
と

な
る
扶
養
親
族
は
、
年
間
所

得
が
38
万
円
以
下
で
生
計
を

一
に
し
て
い
る
16
歳
以
上
の

６
親
等
内
の
血
族
及
び
３
親

等
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す
。

　

配
偶
者
の
両
親
は
１
親
等

で
す
か
ら
扶
養
控
除
対
象
と

な
り
ま
す
。
他
の
親
族
が
扶

養
控
除
に
入
れ
て
い
る
と
重

複
適
用
と
な
り
ま
す
の
で
注

意
が
必
要
で
す
が
、
だ
れ
の

扶
養
控
除
に
も
い
れ
て
い
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
遺
族
年
金
で
生

活
し
て
い
る
配
偶
者
の
母

（
義
母
）
の
場
合
、
遺
族
年

金
は
非
課
税
で
す
か
ら
所
得

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
所
得
38
万
円
以
下
の

条
件
に
合
致
し
ま
す
の
で
生

活
費
な
ど
を
送
金
し
て
い
れ

ば
扶
養
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
（
表
３
）。

◇
送
金
関
係
書
類
◇

　

「
送
金
関
係
書
類
」
と

は
、
次
の
書
類
で
、
居
住
者

が
そ
の
年
に
お
い
て
国
外
居

住
親
族
の
生
活
費
又
は
教
育

費
に
充
て
る
た
め
の
支
払
を

行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
を
い
い
ま
す
。

① 

金
融
機
関
の
書
類
で
、
国

外
居
住
親
族
に
送
金
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
② 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利

用
明
細
で
、
国
外
居
住
親

族
が
家
族
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
引
き
落
と
し
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
書
類

　

な
お
、
国
外
扶
養
親
族
が

い
る
場
合
の
申
告
書
の
欄
が

増
え
て
い
ま
す
。
記
載
要
領

は
下
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い

（
図
１
）。

通
勤
手
当
の
非
課
税

限
度
額
の
引
き
上
げ

（
平
成
28
年
改
正
で
28
年
分

か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
）

　

通
勤
手
当
の
非
課
税
限
度

額
が
、
月
額
10
万
円
か
ら
15

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。非

居
住
者
が
取
得
等

す
る
場
合
の
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除

（
平
成
28
年
改
正
で
28
年
４

月
か
ら
適
用
の
あ
る
分
）

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
つ
い
て
、
現
行
の
居
住
者

が
満
た
す
べ
き
要
件
と
同
様

の
要
件
の
下
で
、
非
居
住
者

が
住
宅
を
取
得
す
る
場
合
に

も
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま

し
た
。
平
成
28
年
４
月
１
日

以
後
に
住
宅
の
取
得
等
を
す

る
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

診療所の年末棚卸し診療所の年末棚卸し
　個人の診療所では当年（平成28年）
の医療費収入の原価を正確に計算する
ため、毎年末に薬品等の棚卸し（在庫
管理）を行います。
　薬品材料等の購入代金は必要経費に
なりますが、年末に残った分は翌年の
必要経費になります。このため、翌年
に繰り越される分を確認して、その分
を当年の購入代金から差し引きます。

当年の消費高＝ 期首棚卸高＋当年
の医薬品等仕入高
－期末棚卸高

　期首棚卸高は、前年から繰り越され
た金額です。期末棚卸高は、実地棚卸
といって決算日（12月31日）現在の薬
品材料等の一つ一つの品目ごとに数量

を確認し、これに仕入単価を乗じて計
算します。医薬品等の仕入に伴って、
別途無償で医薬品の提供を受けた場合
は、仕入れ単価が変動しますので注意
してください。
　それぞれの薬品等によっては劣化な
どで使用できないケースもあります。
この場合は廃棄損として損失処理しま
す。
　また、帳簿上では仕入が終わってい
てもメーカーや問屋に薬品等を預ける
「預け在庫」にも注意しましょう。
　残った薬品等をチェックすること
で、不用品の返品、使用頻度、保存状
態・使用期限の管理など経営上のヒン
トも得ることがあります。通常は、そ
の年の最後の診察が終わった直後や翌
日などに行われることがあります。年
末であわただしい時期ではあります
が、必ず実行してください。

税
制
改
正
さ
れ
た
も
の

税
制
改
正
さ
れ
た
も
の


